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和
歌
山
大
学
南
紀
熊
野
サ
テ
ラ
イ
ト

の
令
和
3
年
度
前
期
受
講
生
を
募
集

し
ま
す

【
大
学
院
科
目
（
定
員
各
10
名
）】

◇
マ
ク
ロ
経
済
学　

他
３
科
目

☆
検
定
料
5
0
0
0
円
、
入
学

料
1
万
円
、
受
講
料
（
1
科
目
）

1
万
4
4
0
0
円

☆
２
月
26
日
㊎
ま
で
に
、
和
歌
山
大
学

学
務
課
学
務
支
援
室
経
済
学
部
係
へ
お

申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

【
学
部
開
放
科
目
（
定
員
各
30
名
）】　

◇
地
域
暮
ら
し
の
法
律
学
Ｄ　

他
1
科

目☆
登
録
料
7
0
0
0
円
、
聴
講
料

（
1
科
目
）
1
万
円

☆
４
月
21
日
㊌
ま
で
に
、
和
歌
山
大
学

南
紀
熊
野
サ
テ
ラ
イ
ト
へ
お
申
し
込
み

く
だ
さ
い
。

令
和
３・４
年
度　

市
営
住
宅
維
持
修

繕
工
事
の
登
録
業
者
を
募
集
し
ま
す

　

登
録
業
種
は
、
大
工
工
事
・
建
具
工

事
・
電
気
工
事
・
水
回
り
工
事
の
4
業

種
で
す
。
登
録
地
域
に
つ
い
て
は
、
旧

田
辺
市
及
び
各
行
政
局
管
内
の
5
地
域

に
区
分
し
ま
す
。

　

登
録
要
件
な
ど
詳
し
く
は
、
募
集
要

項
を
ご
参
照
く
だ
さ
い
。

☆
2
月
1
日
㊊
〜
26
日
㊎
﹇
消
印
﹈
に
、

申
請
書
を
左
記
へ
直
接
お
持
ち
い
た
だ

く
か
、
郵
送
で
お
申
し
込
み
く
だ
さ

い
。
申
請
書
は
、
左
記
で
配
布
す
る
ほ

か
、
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
も
取
得
で
き

ま
す
。

■
登
録
の
有
効
期
間　
令
和
3
年
4
月

1
日
〜
令
和
5
年
3
月
31
日

【
登
録
業
者
説
明
会
及
び
抽
選
会
】

◇
旧
田
辺
市　
３
月
10
日
㊌

・
10
時
〜　

業
種
（
水
回
り
・
電
気
）

・
15
時
〜　

業
種
（
大
工
・
建
具
）　

☆
本
庁
３
階
「
第
１
会
議
室
」　

◇
各
行
政
局
管
内　
３
月
11
日
㊍

・
15
時
〜　

全
業
種

☆
中
辺
路
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー
２

階
「
中
会
議
室
」

※
制
度
の
説
明
や
発
注
順
を
決
め
る
抽

選
会
を
行
い
ま
す
。

※
欠
席
の
方
に
つ
い
て
は
こ
ち
ら
で
抽

選
し
ま
す
。

☆
◇
建
築
課 

市
営
住
宅
係
（
社
会
福

田
辺
市
水
道
事
業
経
営
審
議
会
委
員

を
募
集
し
ま
す

　

市
の
水
道
事
業
の
経
営
に
関
し
て
、

市
長
の
諮
問
に
応
じ
、
必
要
な
調
査
及

び
審
議
を
行
う
委
員
を
募
集
し
ま
す
。

☆
市
上
水
道
の
使
用
者
で
あ
り
、
市
に

住
民
票
が
あ
る
20
歳
以
上
（
令
和
3
年

3
月
1
日
現
在
）
の
方
で
、
国
又
は
地

方
公
共
団
体
の
議
員
及
び
職
員
で
な

く
、
必
要
に
応
じ
て
開
催
さ
れ
る
審
議

会
（
平
日
昼
間
）
に
出
席
可
能
な
方

☆
１
名（
選
考
委
員
会
を
設
け
て
選
考
）

■
任
期　
令
和
３
年
４
月
１
日
〜
令
和

5
年
3
月
31
日

☆
3
月
1
日
㊊
﹇
必
着
﹈
ま
で
に
、
応

募
用
紙
に
必
要
事
項
と
応
募
す
る
理

由
・
動
機
（
4
0
0
字
程
度
）
を
記

入
の
上
、
下
記
へ
直
接
お
持
ち
い
た
だ

く
か
、
郵
送
・
F
A
X
又
は
E
メ
ー

ル
で
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。
応
募
用

雑
誌
ス
ポ
ン
サ
ー
を
募
集
し
ま
す

■
雑
誌
ス
ポ
ン
サ
ー
と
は

　

雑
誌
そ
の
も
の
を
図
書
館
に
寄
贈
し

て
い
た
だ
く
の
で
は
な
く
、
ス
ポ
ン

サ
ー
に
雑
誌
購
入
代
金
を
負
担
し
て
い

た
だ
く
制
度
で
す
。
購
入
雑
誌
は
、
図

書
館
本
館
の
雑
誌
コ
ー
ナ
ー
に
並
び
ま

す
。
雑
誌
の
最
新
号
及
び
書
架
に
、
ス

ポ
ン
サ
ー
名
と
広
告
を
表
示
さ
せ
て
い

た
だ
き
ま
す
。 

田
辺
税
務
署
か
ら
の
お
知
ら
せ

【
申
告
書
作
成
会
場
の
ご
案
内
】

開設期間 受付時間 場所

2 月 16 日㊋～
3 月 4 日㊍

9 時 30 分～ 12 時
13 時～ 15 時

田辺納税協会 3 階
「会議室」

2 月 16 日㊋～
3 月 15 日㊊

9 時～ 16 時
※状況により早め
に終了する場合
があります。

田 辺 税 務 署 1 階
「大会議室」

※税務署での申告書作成会場への入場について
は、混雑緩和のため、入場できる時間枠が指定さ
れた「入場整理券」が必要です。
■入場整理券の発行方法
◇税務署での発行（当日発行のみ有効）
◇ LINE アプリによるオンライン事前発行

田
辺
市
長
選
挙
及
び
田
辺
市
議
会
議

員
一
般
選
挙
の
立
候
補
予
定
者
説
明

会
を
開
催
し
ま
す

　

４
月
25
日
㊐
執
行
予
定
の
田
辺
市
長

選
挙
及
び
田
辺
市
議
会
議
員
一
般
選
挙

に
立
候
補
を
予
定
し
て
い
る
方
へ
の
説

明
会
を
開
催
し
ま
す
。

☆
☆
３
月
９
日
㊋　

14
時
〜

☆
紀
南
文
化
会
館
「
小
ホ
ー
ル
」

■
そ
の
他　
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感

染
症
防
止
の
た
め
、
出
席
者
は
１
候
補

者
に
つ
き
２
名
以
内
で
お
願
い
し
ま
す
。

☆
選
挙
管
理
委
員
会
事
務
局

☆
０
７
３
９
（
２
６
）
９
９
４
５

祉
セ
ン
タ
ー
１
階
）

☆
０
７
３
９
（
２
６
）
９
９
３
６

☆

h
ttp

://w
w

w
.city.tan

ab
e.

lg.jp/kenchiku/index.htm
l

◇
各
行
政
局 

産
業
建
設
課

☆
15
ペ
ー
ジ
参
照

紙
は
、
左
記
又
は
本
庁
玄
関
案
内
係
、

各
行
政
局
総
務
課
（
15
ペ
ー
ジ
参
照
）

で
配
布
す
る
ほ
か
、
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か

ら
も
取
得
で
き
ま
す
。

■
そ
の
他　
選
任
さ
れ
る
と
、
市
の
非

常
勤
特
別
職
と
な
り
ま
す
。

☆
水
道
部 

業
務
課 

庶
務
係

〒
6
4
6
―

0
0
2
8

高
雄
三
丁
目
18
―

1

☆ 

0
7
3
9
（
２
４
）
0
0
1
1　

☆ 

0
7
3
9
（
２
４
）
7
9
1
0

☆suidou@
city.tanabe.lg.jp

☆

h
ttp

://w
w

w
.city.tan

ab
e.

lg.jp/suidou/index.htm
l

■
雑
誌
ス
ポ
ン
サ
ー
に
な
る
に
は

◇
ス
ポ
ン
サ
ー
の
範
囲　
個
人
・
企
業
・

商
店
・
団
体
な
ど
（
市
内
外
を
問
い
ま

せ
ん
。）

◇
ス
ポ
ン
サ
ー
の
対
象
と
な
る
雑
誌

　

原
則
、
図
書
館
が
作
成
し
た
「
雑
誌

リ
ス
ト
」
か
ら
選
ん
で
い
た
だ
き
ま
す

が
、「
雑
誌
リ
ス
ト
」
に
な
い
雑
誌
も

検
討
し
ま
す
の
で
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

雑
誌
リ
ス
ト
は
、
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
も

掲
載
し
て
い
ま
す
。
ご
指
定
の
雑
誌
が

既
に
他
の
個
人
・
団
体
に
よ
り
指
定
を

受
け
て
い
る
場
合
は
、
他
の
雑
誌
を
指

定
し
て
い
た
だ
き
ま
す
。

◇
受
付　
年
度
を
単
位
と
し
て
随
時
受

付
を
行
い
ま
す
。

☆
市
立
図
書
館

☎
０
７
３
９
（
２
２
）
０
６
９
７

☆

h
ttp

://w
w

w
.city.tan

ab
e.

lg.jp/tosho/zassi.htm
l

【
申
告
書
作
成
会
場
で
の
注
意
事
項
】

◇
会
場
内
に
は
、
申
告
さ
れ
る
方
お
一

人
（
介
護
を
要
す
る
等
の
場
合
は
除

く
。）
で
入
場
し
て
く
だ
さ
い
。

◇
入
場
の
際
に
は
検
温
を
し
ま
す
。
な

お
、
検
温
時
に
37
．
5
度
以
上
の
発
熱

が
あ
る
等
の
場
合
は
、
入
場
を
お
断
り

さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

◇
会
場
内
に
筆
記
用
具
は
用
意
し
て
お

り
ま
せ
ん
の
で
、
ボ
ー
ル
ペ
ン
や
計
算

器
具
等
を
ご
持
参
く
だ
さ
い
。

【
医
療
費
控
除
の
申
告
は
、
医
療
費
控

除
の
明
細
書
の
提
出
が
必
要
で
す
】

　

医
療
費
の
領
収
書
の
添
付
又
は
提
示

は
必
要
あ
り
ま
せ
ん
。
医
療
費
の
領
収

書
は
、
確
定
申
告
期
限
等
か
ら
５
年
間

ご
自
宅
等
で
保
管
し
て
く
だ
さ
い
。

☆
田
辺
税
務
署

☆
０
７
３
９（
２
２
）１
２
５
０（
代
表
）

【
共
通
事
項
】

■
受
講
期
間　
４
月
〜
８
月
の
㊏
に
順

次
開
催
し
ま
す
。

☆
県
立
情
報
交
流
セ
ン
タ
ー
B
i
g
・
U

※
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
状
況
に
よ

り
、
オ
ン
ラ
イ
ン
に
よ
る
遠
隔
授
業
に

変
更
又
は
授
業
を
中
止
す
る
場
合
が
あ

り
ま
す
。

　

詳
し
く
は
、
左
記
へ
お
問
い
合
わ
せ

い
た
だ
く
か
、
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧

く
だ
さ
い
。

☆
和
歌
山
大
学
南
紀
熊
野
サ
テ
ラ
イ
ト

☆
０
７
３
９
（
２
３
）
３
９
７
７

☆http://w
w

w
.w

akayam
a-u.

ac.jp/nanki-kum
ano

妊
婦
健
康
診
査
費
を
助
成
し
ま
す

　

出
産
後
に
未
使
用
の
妊
婦
健
康
診
査

受
診
票
が
残
っ
て
お
り
、
か
つ
妊
婦
健

康
診
査
費
の
自
己
負
担
が
あ
る
場
合
に

は
そ
の
費
用（
公
費
負
担
対
象
分
の
み
）

を
助
成
し
ま
す
。
令
和
元
年
度
に
母
子

健
康
手
帳
の
発
行
を
受
け
ら
れ
た
方
の

申
請
期
限
は
、
令
和
3
年
3
月
31
日
で

す
。
詳
し
く
は
、
左
記
へ
お
問
い
合
わ

せ
く
だ
さ
い
。

☆
健
康
増
進
課 

母
子
保
健
係

☆
０
７
３
９
（
２
６
）
４
９
０
１
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住
民
票
の
写
し
・
印
鑑
登
録
証
明
書

等
の
様
式
を
変
更
し
ま
す

　

住
民
基
本
台
帳
シ
ス
テ
ム
の
更
新
の

た
め
、
２
月
15
日
㊊
か
ら
住
民
票
の
写

し
、
印
鑑
登
録
証
明
書
等
の
様
式
が
変

更
と
な
り
ま
す
。
な
お
、
手
数
料
に
変

更
は
あ
り
ま
せ
ん
。

■
主
な
変
更
点

◇
住
民
票
の
写
し

①
「
世
帯
連
記
式
」
の
住
民
票
の
写
し

・
各
項
目
（
住
所
・
氏
名
・
続
柄
・
本

籍
な
ど
）
は
最
新
の
情
報
を
記
載
。

・
住
所
履
歴
は
一
つ
前
の
住
所
の
み
記
載
。

・
転
出
や
死
亡
等
で
消
除
さ
れ
た
方
は

記
載
さ
れ
ま
せ
ん
。

②
「
個
人
票
」
の
住
民
票
の
写
し

・
各
項
目
は
最
新
の
情
報
と
変
更
履
歴

（
令
和
３
年
２
月
13
日
以
降
届
出
の
変

更
履
歴
）
を
記
載
。

・
転
出
や
死
亡
等
で
消
除
さ
れ
た
方
は

除
票
と
し
て
個
人
票
の
住
民
票
の
写
し

を
交
付
。

※
変
更
履
歴
の
記
載
が
必
要
な
方
は
、

窓
口
で
そ
の
旨
お
伝
え
く
だ
さ
い
。

③
改
製
原
住
民
票

・
令
和
３
年
２
月
12
日
以
前
届
出
の
住

所
等
に
お
け
る
変
更
の
履
歴
や
消
除
さ

れ
た
方
の
除
票
が
必
要
な
場
合
は
、
改

製
原
住
民
票
を
交
付
。

◇
印
鑑
登
録
証
明
書

・
用
紙
サ
イ
ズ
を
Ａ
５
版
ヨ
コ
か
ら
Ａ

障
害
基
礎
年
金
等
を
受
給
し
て
い
る

ひ
と
り
親
家
庭
が
児
童
扶
養
手
当
を

受
給
で
き
る
よ
う
に
見
直
さ
れ
ま
す

　

児
童
扶
養
手
当
法
の
一
部
改
正
に
よ

り
、
令
和
３
年
３
月
分
か
ら
障
害
基
礎

年
金
等
を
受
給
し
て
い
る
方
の
児
童
扶

養
手
当
の
算
出
方
法
と
支
給
制
限
に
関

す
る
所
得
の
算
定
方
法
が
変
わ
り
ま

す
。

■
見
直
し
の
適
用　
令
和
３
年
３
月
分

（
令
和
３
年
５
月
支
払
）
〜

■
見
直
し
の
内
容

◇
児
童
扶
養
手
当
と
調
整
す
る
障
害
基

礎
年
金
等
の
範
囲
が
変
更

　

障
害
基
礎
年
金
等
を
受
給
し
て
い
る

方
は
、
児
童
扶
養
手
当
の
額
と
障
害
基

礎
年
金
等
の
子
の
加
算
部
分
と
の
差
額

を
児
童
扶
養
手
当
と
し
て
受
給
す
る
こ

と
が
で
き
る
よ
う
に
見
直
さ
れ
ま
す
。

◇
支
給
制
限
に
関
す
る
所
得
の
算
定
が

変
更

　

障
害
基
礎
年
金
等
を
受
給
し
て
い
る

受
給
資
格
者
の
支
給
制
限
に
関
す
る
所

得
に
非
課
税
公
的
年
金
給
付
等
（
障
害

年
金
、
遺
族
年
金
、
労
災
年
金
、
遺
族

補
償
な
ど
）
が
含
ま
れ
ま
す
。

■
手
当
を
受
給
す
る
た
め
の
手
続

　

児
童
扶
養
手
当
受
給
資
格
者
と
し
て

認
定
を
受
け
て
い
な
い
方
は
、
児
童
扶

養
手
当
の
申
請
が
必
要
で
す
。
な
お
、

令
和
３
年
３
月
１
日
よ
り
前
で
あ
っ
て

も
支
給
要
件
を
満
た
す
方
は
、
事
前
申

請
が
可
能
で
す
。

※
既
に
児
童
扶
養
手
当
受
給
資
格
者
と

し
て
認
定
を
受
け
て
い
る
方
は
、
原
則

と
し
て
、
手
続
は
不
要
で
す
。

■
支
給
開
始
月

　

通
常
、
児
童
扶
養
手
当
は
申
請
の

翌
月
分
か
ら
支
給
開
始
と
な
り
ま
す

が
、
こ
れ
ま
で
障
害
年
金
を
受
給
し
て

い
た
た
め
児
童
扶
養
手
当
を
受
給
で
き

な
か
っ
た
方
の
う
ち
、
令
和
３
年
３
月

１
日
に
支
給
要
件
を
満
た
し
て
い
る
方

は
、
令
和
３
年
６
月
30
日
㊌
ま
で
に
申

請
す
れ
ば
、
令
和
３
年
３
月
分
か
ら
受

給
で
き
ま
す
。

☆
◇
市
民
課 

庶
務
年
金
係

☆
０
７
３
９
（
２
６
）
９
９
２
５

◇
各
行
政
局 

住
民
福
祉
課

☆
15
ペ
ー
ジ
参
照

ひ
と
り
親
世
帯
臨
時
特
別
給
付
金
の

申
請
は
お
済
み
で
す
か

　

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
影

響
に
よ
り
、
子
育
て
に
対
す
る
負
担
の

増
加
や
収
入
の
減
少
に
よ
り
大
き
な
困

難
が
心
身
に
生
じ
て
い
る
低
所
得
の
ひ

と
り
親
世
帯
を
支
援
す
る
た
め
、
ひ
と

り
親
世
帯
臨
時
特
別
給
付
金
を
支
給
し

て
い
ま
す
。

　

ま
だ
、
申
請
さ
れ
て
い
な
い
方
は
２

月
26
日
㊎
ま
で
に
、
申
請
を
し
て
く
だ

さ
い
。
詳
し
く
は
、
左
記
へ
お
問
い
合

わ
せ
い
た
だ
く
か
、
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を

ご
覧
く
だ
さ
い
。

☆
◇
市
民
課 

庶
務
年
金
係

☆
０
７
３
９
（
２
６
）
９
９
２
５

☆

h
ttp

://w
w

w
.city.tan

ab
e.

lg.jp/shim
in/

◇
各
行
政
局 

住
民
福
祉
課

☆
15
ペ
ー
ジ
参
照

マ
イ
ナ
ポ
イ
ン
ト
の
申
込
み
期
間
が

9
月
ま
で
延
長
さ
れ
ま
す

　

マ
イ
ナ
ポ
イ
ン
ト
の
申
込
み
期
間
が

9
月
ま
で
延
長
さ
れ
ま
す
。
３
月
ま
で

に
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
を
申
請
さ
れ

た
方
の
み
が
対
象
で
す
。

★
キ
ャ
ッ
シ
ュ
レ
ス
手
段
（
〇
〇
ペ
イ

等
）
で
一
定
額
を
チ
ャ
ー
ジ
又
は
買
い

物
さ
れ
た
方
に
対
し
て
、
国
か
ら
25
％

分
（
上
限
5
0
0
0
円
分
）
の
マ
イ

ナ
ポ
イ
ン
ト
が
付
与
さ
れ
ま
す
。

■
申
請
手
順

①
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
を
3
月
ま
で

に
申
請

②
マ
イ
ナ
ポ
イ
ン
ト
の
予
約
・
申
込
み

新
生
児
特
別
給
付
金
の
申
請
は
お
済

み
で
す
か

　

今
年
度
、
特
別
定
額
給
付
金
の
給
付

対
象
と
な
ら
な
か
っ
た
左
記
の
対
象
児

童
を
養
育
し
て
い
る
保
護
者
に
対
し
、

児
童
１
人
当
た
り
10
万
円
を
給
付
し
て

い
ま
す
。
該
当
の
保
護
者
で
未
申
請
の

方
は
、
早
め
に
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

　

ま
た
３
月
下
旬
に
出
産
さ
れ
た
場
合

は
、
特
に
速
や
か
な
申
請
を
お
願
い
し

ま
す
。

※
該
当
の
保
護
者
に
は
、
申
請
書
を
郵

送
又
は
出
生
届
時
に
手
渡
し
し
て
い
ま

す
が
、
お
手
元
に
申
請
書
が
な
い
場
合

は
、左
記
へ
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

■
対
象
児
童

◇
令
和
２
年
４
月
28
日
以
降
に
出
生

し
、
令
和
２
年
８
月
５
日
現
在
で
市
に

住
民
登
録
の
あ
る
児
童

◇
令
和
２
年
８
月
６
日
〜
令
和
３
年
３

月
31
日
に
出
生
し
、
市
に
住
民
登
録
し

た
児
童

■
申
請
書
提
出
先

左
記
又
は
各
行
政
局
住
民
福
祉
課
（
15

ペ
ー
ジ
参
照
）

☆
子
育
て
推
進
課 

こ
ど
も
家
庭
係

☆
０
７
３
９
（
２
６
）
４
９
２
７

４
版
ヨ
コ
に
変
更

　

そ
の
他
、
詳
し
く
は
左
記
へ
お
問
い

合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

☆
◇
市
民
課 

窓
口
係

☆
０
７
３
９
（
２
６
）
９
９
２
３

◇
各
行
政
局 

住
民
福
祉
課

★
15
ペ
ー
ジ
参
照

和
歌
山
県
在
宅
育
児
支
援
事
業
給
付

金
（
令
和
２
年
度
支
給
分
）
の
申
請

は
お
済
み
で
す
か

　

平
成
31
年
４
月
１
日
〜
令
和
２
年
12

月
31
日
に
生
ま
れ
た
児
童
で
、
次
の
要

件
を
満
た
す
場
合
に
、
在
宅
育
児
支
援

の
た
め
の
給
付
金
月
額
1
万
5
0
0
0

円
（
最
大
15
万
円
）
を
支
給
し
ま
す
。

◇
同
一
世
帯
内
の
第
３
子
以
降

◇
市
民
税
所
得
割
合
算
額
が

7
万
7
1
0
1
円
未
満
で
あ
る
同
一

世
帯
内
の
第
２
子

※
他
の
給
付
金
・
助
成
制
度
の
支
援
を

受
け
て
い
な
い
等
の
要
件
が
あ
り
ま
す

の
で
、
詳
し
く
は
、
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を

ご
覧
い
た
だ
く
か
、
左
記
へ
お
問
い
合

わ
せ
く
だ
さ
い
。
令
和
２
年
度
支
給
分

に
つ
い
て
は
、
令
和
３
年
３
月
31
日
が

申
請
期
限
で
す
。

☆
子
育
て
推
進
課 
保
育
係

☆
０
７
３
９
（
２
６
）
４
９
０
４

☆

h
ttp

://w
w

w
.city.tan

ab
e.

lg.jp/kosodatesuishin/index.
htm

l

◇
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
の
場
合　
マ
イ
ナ

ポ
イ
ン
ト
ア
プ
リ
か
ら
お
申
し
込
み
く

だ
さ
い
。

◇
パ
ソ
コ
ン
の
場
合　

カ
ー
ド
リ
ー

ダ
ー
を
ご
用
意
い
た
だ
き
、
左
記
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
か
ら
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

◇
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
又
は
パ
ソ
コ
ン
が

な
い
場
合　
市
民
課
又
は
各
行
政
局
住

民
福
祉
課
（
15
ペ
ー
ジ
参
照
）
で
専
用

端
末
に
よ
る
予
約
・
申
込
み
の
補
助
を

行
い
ま
す
。
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
・

４
桁
の
暗
証
番
号
・
本
人
名
義
の
キ
ャ
ッ

シ
ュ
レ
ス
決
済
サ
ー
ビ
ス
を
用
意
し
て
、

ご
本
人
が
来
庁
し
て
く
だ
さ
い
。

③
マ
イ
ナ
ポ
イ
ン
ト
の
取
得
・
利
用

　

選
択
し
た
キ
ャ
ッ
シ
ュ
レ
ス
決
済

サ
ー
ビ
ス
の
ポ
イ
ン
ト
と
し
て
マ
イ
ナ

ポ
イ
ン
ト
が
付
与
さ
れ
ま
す
。

☆
◇
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
交
付
申
請
及
び
マ

イ
ナ
ポ
イ
ン
ト
予
約
・
申
込
み
に
関
す

る
こ
と

市
民
課 

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
担
当

☆
０
７
３
９
（
３
４
）
２
１
３
１

◇
マ
イ
ナ
ポ
イ
ン
ト
の
予
約
・
申
込
み

方
法

総
務
省
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

☆

h
ttp

s://m
yn

u
m

b
ercard

.
point.soum

u.go.jp/
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休日急患診療

主な電話番号等

■田辺市役所　〒 646-8545 新屋敷町 1
☎ 0739-22-5300 ㈹　　0739-22-5310
■市民総合センター　〒646-0028高雄一丁目23-1
☎ 0739-26-4900 ㈹　　0739-26-4914
■龍神行政局　〒 645-0415 龍神村西 376
☎ 0739-78-0111 ㈹　　0739-78-0116
■中辺路行政局　〒646-1492 中辺路町栗栖川396-1
☎ 0739-64-0500 ㈹　　0739-64-0966
■大塔行政局　〒 646-1192 鮎川 2567-1
☎ 0739-48-0301 ㈹　　0739-49-0359
■本宮行政局　〒 647-1792 本宮町本宮 219
☎ 0735-42-0070 ㈹　　0735-42-0239
■市水道事業所　〒 646-0028 高雄三丁目 18-1
☎ 0739-24-0011 ㈹　　0739-24-7910
■市ごみ処理場　〒 646-0053 元町 2291-6
☎ 0739-24-6218 ㈹　　0739-24-4068

電話案内サービス

■防災行政テレフォンガイド　☎ 0120-963-910
※防災行政無線を確認する電話案内サービスです。
■救急安心センター　☎＃ 7119
※ #7119 につながりにくい場合は、市消防本部
（　0739-22-0119）へご連絡ください。

15 Tanabe Publicity  2021.2 広報田辺　令和 3 年 2 月号 14

モバイル用
ホームページ 防災行政メール等 全国版救急受診ガイド

「Q助」

　田辺広域休日急患診療所（市民総合センター玄
関右側）
　内科、小児科系、歯科の応急診療
　　㊐㊗　9時～ 11 時 30 分、13 時～ 16 時
（※小児科のみ、㊏ 18時～21時30分も診療を行っ
ています。）
　☎ 0739-26-4909

市の人口
（令和 2年 12月末現在）

前月比
（-31）
（-30）
（-61）
（-43）

  男 　33,926 人
  女 　38,021 人
  計 　71,947 人
世帯　35,107 世帯

22 人
12 人
34 人

12 月の
出生

事
業
者
用
分
別
指
定
袋
の
取
扱
い
を

行
い
ま
す

　

４
月
〜
９
月
末
ま
で
の
６
か
月
分
の

「
事
業
者
用
分
別
指
定
袋
」
の
取
扱
い

を
次
の
と
お
り
行
い
ま
す
。

　

購
入
に
は
、
事
業
者
本
人
又
は
代
理

人
の
方
が
、
ご
み
処
理
手
数
料
を
お
持

ち
の
上
、取
扱
場
所
へ
お
越
し
く
だ
さ
い
。

■
購
入
で
き
る
ご
み
袋
の
セ
ッ
ト
数

①
燃
え
る
ご
み　
11
セ
ッ
ト
（
１
１
０

枚
）
ま
で

②
資
源
ご
み
・
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
ご
み
・

埋
立
て
ご
み　
合
計
４
セ
ッ
ト
（
40
枚

ま
で
）

※
セ
ッ
ト
内
で
部
分
購
入
も
可
。

※
②
は
４
セ
ッ
ト
の
枠
内
で
任
意
に
選

択
し
、
購
入
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

■
ご
み
処
理
手
数
料

１
セ
ッ
ト
各
10
枚
入
り
８
８
０
円
（
消

費
税
込
み
）

■
取
扱
場
所
及
び
日
時

◇
環
境
課
（
本
庁
舎
２
階
）

3
月
１
日
㊊
〜
４
日
㊍

◇
廃
棄
物
処
理
課
（
市
ご
み
処
理
場
）・

各
行
政
局
住
民
福
祉
課（
15
ペ
ー
ジ
参
照
）

3
月
１
日
㊊
〜
9
月
30
日
㊍

☆
廃
棄
物
処
理
課 

廃
棄
物
対
策
係

☆
０
７
３
９
（
２
４
）
６
２
１
８

第
45
回
市
民
な
わ
と
び
大
会
を
中
止

し
ま
す

　

３
月
７
日
㊐
に
開
催
を
予
定
し
て
い

ま
し
た
が
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感

染
拡
大
防
止
の
た
め
中
止
し
ま
す
。

☆
ス
ポ
ー
ツ
振
興
課 

市
民
ス
ポ
ー
ツ
係

☆
０
７
３
９
（
２
５
）
２
５
３
１

自
殺
対
策
強
化
月
間
に
街
頭
啓
発
や

啓
発
コ
ー
ナ
ー
を
設
置
し
ま
す

　

３
月
は
、自
殺
対
策
強
化
月
間
で
す
。

市
で
も
多
く
の
市
民
の
方
々
に
広
く
啓

発
す
る
た
め
、
市
内
３
か
所
で
街
頭
啓

発
を
し
ま
す
。
ま
た
、
啓
発
コ
ー
ナ
ー

で
は
、
こ
こ
ろ
関
連
の
図
書
を
紹
介
し

ま
す
。

☆
①
街
頭
啓
発　
３
月
11
日
㊍
（
11
時

〜
の
１
時
間
程
度
）

②
啓
発
コ
ー
ナ
ー
設
置　
3
月
2
日
㊋

〜
３
月
31
日
㊌

☆
①
ダ
イ
エ
ー
田
辺
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
セ

ン
タ
ー
イ
オ
ン
フ
ー
ド
ス
タ
イ
ル
、
産

直
市
場
よ
っ
て
っ
て
い
な
り
本
館
及
び

ス
ー
パ
ー
マ
ツ
ゲ
ン
田
辺
店
の
出
入
口

付
近

②
市
立
図
書
館
（
た
な
べ
る
）

☆
障
害
福
祉
室

☆
０
７
３
９
（
２
６
）
４
９
０
２

第
58
回
月
例
展　

熊
楠
と
ゆ
か
り
の

人
び
と
第
40
回
「
本
山
桂
川
」
を
開

催
し
ま
す

☆
２
月
６
日
㊏
〜
３
月
７
日
㊐

☆
10
時
〜
16
時
30
分
（
最
終
入
館
）

☆
南
方
熊
楠
顕
彰
館

☆
長
崎
県
出
身
の
民
俗
学
者
で
金
石
文

研
究
家
の
本
山
桂
川
は
、
熊
楠
も
た
び

た
び
論
考
を
書
い
た
民
俗
雑
誌
『
土
の

鈴
』
の
発
行
や
、
熊
楠
の
単
行
本
『
南

方
閑
話
』
の
編
集
責
任
者
で
し
た
。
今

回
の
展
示
で
は
、
二
人
の
交
流
に
つ
い

て
、
資
料
等
に
よ
り
紹
介
し
ま
す
。

☆
南
方
熊
楠
顕
彰
館

☆
０
７
３
９
（
２
６
）
９
９
０
９

国
民
年
金
保
険
料
の
納
付
は
口
座
振

替
で
の
前
納
・
早
割
が
便
利
で
お
得

で
す

　

国
民
年
金
保
険
料
は
、
口
座
振
替
で

の
前
納
・
早
割
を
利
用
す
る
と
割
引
さ

れ
ま
す
。
２
年
前
納
、
１
年
前
納
、
６

か
月
前
納
（
４
月
〜
９
月
分
）
の
申
込

み
期
限
は
、
２
月
26
日
㊎
で
す
。

　

申
込
み
は
、「
口
座
振
替
申
出
書
」

に
必
要
事
項
を
記
入
・
押
印
し
、
年
金

事
務
所
又
は
金
融
機
関
の
窓
口
に
提
出

し
て
く
だ
さ
い
。
手
続
に
は
、
納
付
書

又
は
年
金
手
帳
、
通
帳
、
金
融
機
関
届

出
印
が
必
要
で
す
。「
口
座
振
替
申
出

書
」
は
、
市
民
課
、
各
行
政
局
住
民
福

祉
課
、
年
金
事
務
所
の
各
窓
口
に
備
え

て
い
る
ほ
か
、
日
本
年
金
機
構
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
に
掲
載
し
て
い
ま
す
。そ
の
他
、

ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
に
よ
る
納
付
方
法

も
あ
り
ま
す
。

☆
◇
市
民
課 

庶
務
年
金
係

☆
０
７
３
９
（
２
６
）
９
９
２
５

◇
各
行
政
局 

住
民
福
祉
課

☆
15
ペ
ー
ジ
参
照

◇
田
辺
年
金
事
務
所 

国
民
年
金
課

☆
０
７
３
９
（
２
４
）
０
４
３
２

◇
田
辺
年
金
事
務
所
新
宮
分
室

☆
０
７
３
５
（
２
２
）
８
４
４
１

◇
日
本
年
金
機
構

☆https://w
w

w
.nenkin.go.jp/

納付方法 納付・前納期間 納付期限・
口座振替日

口座振替 現金・クレジットカード 備考納付額 割引額 納付額 割引額
通常 当月（1 か月分） 翌月末 16,540 円 0 円 16,540 円 0 円

早割 当月（1 か月分） 当月末 16,490 円 50 円 － － 口座振替のみ

6 か月前納
4 ～ 9 月 4 月末

98,110 円 1,130 円 98,430 円 810 円 口座振替は現金納付よ
り 320 円お得10 ～翌 3 月 10 月末

1 年前納 4 ～翌 3 月 4 月末 194,320 円 4,160 円 194,960 円 3,520 円 口座振替は現金納付よ
り 640 円お得

2 年前納 4 ～翌々年 3 月 4 月末 381,960 円 15,840 円 383,210 円 14,590 円 口座振替は現金納付よ
り 1,250 円お得

※記載の国民年金保険料は、令和 2 年度のものです。
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公式ツイッター、
フェイスブックのご案内

　市では、新たな情報発信手段の一つとして、
民間ソーシャル・ネットワーキング・サービス

（SNS）を活用するため、ツイッター及びフェ
イスブックの田辺市公式ページを開設していま
す。
　行政情報及び地域の情報等、様々な情報を積
極的に発信していますので、皆さん是非ご活用
ください。
◇ツイッターアカウント
　 http://twitter.com/tanabecity
◇フェイスブックアカウント
　 http://www.facebook.com/tanabecity
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